
平 成 ２ ４ 年 １ 月 １ ７ 日 

独立行政法人郵便貯金・ 

簡易生命保険管理機構貯金部 

 

満期を経過した郵便貯金の早期お受取り等に関するお知らせ 

 

 

満期を経過した郵便貯金について、次のとおりお知らせいたします。 

 

① 当機構が管理しております平成１９年９月３０日までに預け入れいただいた

定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金等の郵便貯金については、満期とな

る際に「満期のご案内」を送付しています。 

 

② 満期を経過した郵便貯金で、払い戻されずに残っている残高は次のとおりです。 

【平成２３年１２月末】        （単位：億円） 

元の郵便貯金 満期経過後の郵便貯金残高 

定額郵便貯金 ５０，７２４ 

定期郵便貯金 ６，７６３ 

積立郵便貯金 ７６ 

その他の郵便貯金 ４６ 

合計 ５７，６１０ 

    注１ 積立郵便貯金は、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金を含みます。 

２ 単位未満は切り捨てています。 

      

 ③ 満期後２０年を経過してもなお払戻しのご請求等がなく、当機構がお客さまに

「権利消滅のご案内」（催告書）を発送後２か月を経過しても払戻しのご請求等

がない場合、その郵便貯金に関するお客さまの権利は消滅しますので、満期とな

りましたら、お早めに払戻しの手続をしていただきますようお願いいたします。 

  【権利消滅額】 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

権利消滅額 ４８億円 ２９億円 ３７億円 ２３４億円 

 

 ④ 詳細につきましては、「満期を経過した郵便貯金の払戻手続に関するお知らせ」

をご覧ください。 

 

  満期を経過した郵便貯金の払戻手続に関するお知らせ

 

※ 民営化前にお預かりしました自動継続扱いの定期郵便貯金は、民営化以降は自動継続せ

ず、上記③のとおり貯金に関する権利が消滅しますのでご注意ください。  

http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/pdf/oshirase/haraimodoshi_tetsuzuki.pdf

